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　国土交通省が安全行政手法の一つとして平成18年10月から運輸
安全マネジメント制度を導入して10年が経過しました。ここでは，
この10年間の制度の成果について振り返るとともに，その振り返り
や社会環境の変化などを踏まえた制度の今後の運用のあり方に関す
る検討の方向性などについての私見を紹介いたします。

運輸安全マネジメント制度
導入10年とこれから

【特別記事（寄稿）】

特集　鉄道のヒューマンサイエンス

両などのハード面やそれを動かす人の

資格や運行（運航）体制などのソフト

面の基準の設定，事業参入時や事業開

始後の基準適合性についての監査など

による確認および事故分析を踏まえた

基準の見直しなどを主軸に進められて

きており，将来にわたってその重要性

は変わるところがないものです。しか

し，この基準は基本的に事業者それぞ

運輸安全マネジメント制度の概要
　運輸安全マネジメント制度は，平成

17年にJR西日本の福知山線脱線事故

など陸海空の各輸送分野でヒューマン

エラーに起因する事故やインシデント

が相次いだことを踏まえ，平成18年

10月に導入された比較的新しい安全

行政の手法です。

　従来，国土交通省の安全行政は，車

れの特性にきめ細かく対応することに

自
おの

ずと限界がありますし，各事業者が

自発的に自社のウイークポイントや直

面している事故の予兆を的確に把握し

て対策を講ずることを促すという点で

物足りない面があるということを，平

成17年に相次いだ事故やインシデン

トが気づかせてくれたともいえます。

　そのため，運輸安全マネジメント制
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図1　運輸安全マネジメント制度

運輸安全マネジメント制度

①安全方針の策定・周知
②安全重点施策の策定、見直し
③コミュニケーションの確保

評価

運輸事業者において、経営トップのリーダーシップの下、
安全統括管理者（役員クラス）の選任および安全管理規程の
作成を義務付け、安全管理体制の構築・運営を支援 本省・地方運輸局の評価チームが事業者に赴き、

輸送の安全に関する取り組み状況を確認し、
継続的改善に向けてプラス評価や助言を実施。

④事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用
⑤教育・訓練の実施
⑥内部監査の実施　等（１４項目）

運輸安全マネジメント評価 保安監査
事業者の経営トップなど経営部門に対するインタ
ビューなどを通じた予防安全型の支援制度

事業者の現場における業務実施状況のチェックを
通じた事後監督制度

【主な特徴】 【主な特徴】
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○事業者の安全管理体制の構築・改善の状況などを確認
し評価・助言（自らのやる気喚起型）
○経営トップの主体的関与の下での自律的な安全管理体
制の構築・改善（スパイラルアップ）を期待
○自主的な取り組みの促進を期待（結果に強制力なし）
○漢方薬のように中長期的に効果が発現することを期待
（体質改善）

○事業者の法令、命令事項などに対する遵守状況などを確
認し改善命令（是正型）
○現場における施設や取り組み内容などの法令等への適合
を意図
○改善命令などによる改善を意図
○外科療法や風邪薬のように短期的に効果が発現するこ
とを意図（即効性）

国土交通省の運輸安全マネジメント評価
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度は，各運輸事業者が経営トップの

リーダーシップの下，会社全体が一体

となった安全管理体制の構築や安全に

関する取り組みについて，PDCAサ

イクルを意識したスパイラルアップを

図ることが重要との認識に立ち，各運

輸事業者においては経営トップのリー

ダーシップの下で安全管理体制の構

築・改善に取り組み，国土交通省は評

価チームが運輸事業者に赴いてその取

り組み状況を確認し評価や助言を実施

するという仕組みで構成され，従来か

らある監査などと相互補完的に作用す

る前提で設計されました（図1）。

　運輸安全マネジメント制度の対象

となっている運輸事業者の平成28年

4月1日における総数は9,657者であ

り，制度発足当初の約4,800者から2

倍以上となっていますが，これは，平

成25年10月からすべての貸切バス事

業者（約4,000者）を新たに対象とした

ことなどによるものです。鉄軌道事業

者（索道事業者含む）については，制

度発足当初から全事業者が対象となっ

ており，平成28年4月1日現在744者

となっています。

運輸安全マネジメント制度の
成果と安全管理体制の状況

　この10年間で，本省と地方運輸局

の合計で，事業者数にして4,938者（平

成28年3月31日現在）の評価を実施し

ました。ここでは，成果と安全管理体

制の状況についていくつかの切り口で

振り返ってみます。

　はじめに，やや手前味
み そ

噌のきらいも

あり，また，少々気恥ずかしいと感じ

るところでもあるので簡単に触れてお

くに留めますが，運輸事業者側の運輸

安全マネジメント制度に対する受け止

めについても簡単に触れておきます。

鉄軌道分野に限らず，すべての輸送分

野において，事業者側にとって受け入

れやすい制度である，安全をシステマ

ティックにとらえることができるよう

になった，現場の一人ひとりに安全に

ついての考えや取り組みが浸透するの

に役立ったなどの声を頂戴しており，

おおむね好意的に受け止められている

一つの証左であると心強く思っている

ところです。

　さて，事故が起きないことを成果と

すると，それを客観的に測る指標の選

び方には難しいものがあります。自動

車分野の場合は死傷事故の発生件数や，

保険金の支払額などが指標として活用

可能な場合もありますが，鉄軌道分野

の場合，元来事故が少なく，事故につ

いても部外の原因によるものがほとん

どという事情もあり，ここでは，自然

災害などに起因するものを除いた輸送

障害を部内原因によるものと部外原

因によるものとに分けて見ます（図2）。

制度導入以前は5～6割を占めていた

部内原因によるものが，制度導入後に

は4～5割となっており，すべてが制

度導入の成果といいきれないまでも，

有意差が見られます。

　次に，陸海空の全輸送分野における

大規模事業者の取り組み状況の変化を

平成19年度，平成23年度および平成

26年度で比較し推移を見ます（図3）。

レーダーチャートの軸に附された（1）

図2　部内原因による輸送障害の減少

図3　評価項目別の取り組み状況の充足率（大規模事業者）
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　は１時間）以上遅延を生じた事象をいう。
○部内原因とは発生した輸送障害のうち主たる原因が、鉄道係員、車両、鉄道施設に起因するものをいう。
○鉄道局資料より作成。
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～（14）の番号は，国土交通省が示す

各運輸事業者が安全管理体制の構築・

改善を進める際のガイドラインの各項

目（（1）経営トップの責務，（2）安全方

針，（3）安全重点施策，（4）安全統括

管理者の責務，（5）要員の責任・権限，

（6）情報伝達及びコミュニケーション

の確保，（7）事故、ヒヤリ・ハット情

報等の収集・活用，（8）重大な事故等

への対応，（9）関係法令等の遵守の確

保，（10）安全管理体制の構築・改善

に必要な教育訓練等，（11）内部監査，

（12）マネジメントレビューと継続的

改善，（13）文書の作成及び管理，（14）

記録の作成及び維持）に対応するもの

です。全体の傾向としてすべての評価

項目で充足率の向上が見られますが，

一方で，たとえば（7）など，目立った

改善が見られない項目もあります。

　続いて，平成26年度の事業規模別

の評価項目別取り組み状況の充足率変

化を見ます（図4）。こちらのグラフも，

対象は陸海空の全輸送分野になってい

ます。大規模な事業者と中小規模の事

業者とでは取り組みの状況に歴然とし

た差が見られることがわかりますが，

（11）の内部監査に関わる取り組みで

とくに大きな乖
か い り

離を見せており，現在

のガイドラインが今日的な社会的ニー

ズに必ずしも合致しない側面を持つ可

能性があることを示唆していると見る

ことも可能です。

　さらに，図3の評価項目別取り組み

状況を輸送分野別に分解して充足率の

変化を見ます（図5）。これらのグラフ

からは，陸海空各分野それぞれの特徴

が見られ，場合によってはそこから輸

送分野そのものの特性が透けて見える

など大変興味深い読み方ができるもの

ですが，ここでは鉄軌道分野について

のみ注目します。

　このグラフから，鉄軌道分野でも全

分野の充足率の推移と同様の傾向が見

られることが読み取れます。その一方

で，他の輸送分野と比較して，総じて

高いレベルにあることがわかります。

このことは，図3との比較からも理解

できます。150年近くに及ぶ長い歴史

の中で培われてきた安全管理の仕組み

が，専用の事業空間の中でシステム化

されて運用されているという鉄軌道分

野のアドバンテージともいえる特徴が

ここに如実に表れています。

運輸安全マネジメント制度の
これから

　ここまで，この10年の運輸安全マ

ネジメント制度の歩みと成果などを概

観してきました。ここでは，その振り

返りや社会環境の変化などを踏まえた

運輸安全マネジメント制度の今後の運

用のあり方を検討する上でのポイント

と思われるいくつかの私見を述べます。

　まず着目したいのは，図3に見られ

るように運輸事業全体として，また，

図5に見られるように鉄軌道分野全体

として取り組みの状況が改善されてい

く中で，図4に見られるように大規模

の事業者と中小規模の事業者とでは状

況が大きく異なっているという点につ

いてです。

　安全管理に関する取り組みが一定の

レベルに達していると思われる運輸事

業者については，取り組みをさらに深

化させるために何が必要かを考えなけ

ればならならないでしょう。ひとたび

自律的な改善が進められる安全管理体

制を構築すると，今度はそのシステム

に関わるすべての人たちにそれを適切

に運用することの必要性や重要性を常

に意識し続けさせなければ，せっかく

構築した仕組みもたちまち瓦解しかね

ない状況に陥るのだというだというこ

とを実感する事例をいくつか見てきま

した。

　また，取り組みの状況が不充分な運

輸事業者については，自律的な改善が

進められる安全管理体制を構築するた

めに何が必要かということを，実態を

踏まえてよく考えなければならないで

しょう。事故は現場で起きているのだ

から問題は現場で解決すべきで自分が

口を挟むべきではない，あるいは，事

故の原因は社員の気持ちのゆるみにあ

るから社内の懲罰をもっと厳格にすべ

きだといった主張をされる経営トップ

にお会いするたび，運輸安全マネジメ

ント制度がまだ充分に浸透していない

ことを感じるとともに，現状の運輸安

全マネジメント制度の運用がこうした

事業者にとっても，果たして適切なも

のなのだろうかという疑問も感じてき

たところです。

　その意味で，図3～5で考察される

内容は，運輸安全調査官としての筆者

図4　評価項目別の取り組み状況の充足率（事業規模別）（平成26年度）
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の実感していることと合致しているも

のです。

　他方，昨今の運輸事業を取り巻く環

境の変化についても無視することはで

きません。日本各地で発生する大規模

な地震とそれに伴う災害，気象に関す

るさまざまな観測記録がことごとく更

新されるほどの気象条件の激甚化とそ

れにともなう自然災害の増加，海外か

らの感染症，サイバーテロを含むテロ

リズムに対する脅威など，運輸事業者

が発生に備えてあらかじめ対応するこ

とが必要なリスクは確実に増加してき

ています。こうした新たなリスクは従

来の運輸安全という概念には必ずしも

包含されないものであるため，新たな

発想による取り組みも必要になってく

るはずです。

　しかし，運輸事業を取り巻く環境の

変化も悪いことばかりではありません。

IoT技術の目覚ましい進歩は，そのモ

ノや関係するモノ同士の制御や管理を

容易化，高効率化することはもちろん

ですが，安全管理に役立つ可能性のあ

るさまざまな情報を生成しビッグデー

タとして収集することも容易にするで

しょう。また，電算機技術が向上した

結果，いわゆるビッグデータを扱うこ

とが従来の常識からは考えられないほ

ど身近なものになりつつあります。こ

うした最新技術の動向に留意しながら，

運輸安全マネジメント制度に反映させ

ていくことも，この制度が陳腐化せず

に引き続き求心力を持ち続けていくた

め，行政側でも積極的に対応していく

必要があるでしょう。

さいごに
　ここでは私見も交えながら，運輸安

全マネジメント制度の10年と今後につ

いて限られた紙幅の中で述べてまいり

ました。その時どきの状況，社会的な

要請に応じてその具体的な内容を変化

させていくということはどの行政分野

でも常に考えなければならない課題で

あり，運輸安全マネジメント制度は今

まさにその時期にあります。制度導入

10年を一つの契機として，こうしたさ

まざまな課題に対応するため，来年度

の可能な限り早期に具体策を打ち出す

べく，検討を進めているところです。

　今後も運輸事業者と国土交通省の協

力関係の下で運輸の安全を追求してい

くというスタイルには変わりはありま

せん。引き続き，運輸事業者，ひいて

は国民全体からも支持の得られる制度

として存続していけるよう努力してま

いります。

図5　評価項目別の取り組み状況の充足率（輸送分野別）（平成19，23，26年度）
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80%80%80%80%

100%100%100%100%⒁ 

⒀ 

⑿ 

⑾ 

⑽ 

⑼ 

記録の作成
及び維持

文書の作成
及び管理

マネジメント
レビューと
継続的改善

内部監査

安全管理体制
の構築・改善に

必要な教育訓練等

関係法令等の
遵守の確保 ⑻ 

⑺ 

⑹ 

⑸ 

⑷ 

⑶ 

⑵ 
⑴ 

重大な事故等
への対応

事故、ヒヤリ・ハット
情報等の収集・活用

情報伝達及び
コミュニケーション
の確保

要員の
責任・権限

安全統括
管理者の責務

安全重点
施策

 安全方針

経営トップ
の責務 ⒁ 

⒀ 

⑿ 

⑾ 

⑽ 

⑼ 

記録の作成
及び維持

文書の作成
及び管理

マネジメント
レビューと
継続的改善

内部監査

安全管理体制
の構築・改善に

必要な教育訓練等

関係法令等の
遵守の確保 ⑻ 

⑺ 

⑹ 

⑸ 

⑷ 

⑶ 

⑵ 
⑴ 

重大な事故等
への対応

事故、ヒヤリ・ハット
情報等の収集・活用

情報伝達及び
コミュニケーション
の確保

要員の
責任・権限

安全統括
管理者の責務

安全重点
施策

 安全方針

経営トップ
の責務

⒁ 

⒀ 

⑿ 

⑾ 

⑽ 

⑼ 

記録の作成
及び維持

文書の作成
及び管理

マネジメント
レビューと
継続的改善

内部監査

安全管理体制
の構築・改善に

必要な教育訓練等

関係法令等の
遵守の確保 ⑻ 

⑺ 

⑹ 

⑸ 

⑷ 

⑶ 

⑵ 
⑴ 

重大な事故等
への対応

事故、ヒヤリ・ハット
情報等の収集・活用

情報伝達及び
コミュニケーション
の確保

要員の
責任・権限

安全統括
管理者の責務

安全重点
施策

 安全方針

経営トップ
の責務 ⒁ 

⒀ 

⑿ 

⑾ 

⑽ 

⑼ 

記録の作成
及び維持

文書の作成
及び管理

マネジメント
レビューと
継続的改善

内部監査

安全管理体制
の構築・改善に

必要な教育訓練等

関係法令等の
遵守の確保 ⑻ 

⑺ 

⑹ 

⑸ 

⑷ 

⑶ 

⑵ 
⑴ 

重大な事故等
への対応

事故、ヒヤリ・ハット
情報等の収集・活用

情報伝達及び
コミュニケーション
の確保

要員の
責任・権限

安全統括
管理者の責務

安全重点
施策

 安全方針

経営トップ
の責務


